
介護認定審査会委員の役割及び留意すべき点について
令和５年度 秋⽥県 介護認定審査会委員研修・主治医研修
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要介護認定のしくみ

介護認定審査会の⼿順とポイント

! 基本調査と特記事項と審査会の関係

! 介護認定審査会における審査判定⼿順

• 動画を⾒ながら擬似体験する。
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アジェンダ



1 要介護認定とは
要介護認定のしくみ
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1 要介護認定とは
要介護認定は、「介護の⼿間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等

基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性⾼齢者の指標を加味して実施するもので、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成
11年４⽉30⽇厚⽣省令第58号）」として定められています。

要介護認定のしくみ

■要介護認定等基準時間の分類
要⽀援 上記５分野の要介護認定等基準時間が ２５分以上 ３２分未満 またはこれに相当する状態
要介護１ 上記５分野の要介護認定等基準時間が ３２分以上 ５０分未満 またはこれに相当する状態
要介護２ 上記５分野の要介護認定等基準時間が ５０分以上 ７０分未満 またはこれに相当する状態
要介護３ 上記５分野の要介護認定等基準時間が ７０分以上 ９０分未満 またはこれに相当する状態
要介護４ 上記５分野の要介護認定等基準時間が ９０分以上１１０分未満 またはこれに相当する状態
要介護５ 上記５分野の要介護認定等基準時間が １１０分以上 またはこれに相当する状態

■ ⾏為区分毎の時間が表す⾏為
直接⽣活介助 ⼊浴、排せつ、⾷事等の介護
間接⽣活介助 洗濯、掃除等の家事援助等

BPSD（問題⾏動）関連⾏為 徘徊に対する探索、不潔な⾏為に対する後始末等
機能訓練関連⾏為 歩⾏訓練、⽇常⽣活訓練等の機能訓練
医療関連⾏為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等
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1 要介護認定とは
＜参考＞
平成14年度の老人保健健康増進等事業において、平成11年度からの要介護認定に関す

る研究や要介護認定結果の傾向を踏まえ、以下のような成果が報告されている。

要介護認定のしくみ

■ 要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護１ 要⽀援状態から、⼿段的⽇常⽣活動作を⾏う能⼒がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

要介護２ 要介護１の状態に加え、⽇常⽣活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護３ 要介護２の状態と⽐較して、⽇常⽣活動作及び⼿段的⽇常⽣活動作の両⽅の観点からも著しく低下し、ほぼ
全⾯的な介護が必要となる状態

要介護４ 要介護３の状態に加え、さらに動作能⼒が低下し、介護なしには⽇常⽣活を営むことが困難となる状態

要介護５ 要介護４の状態よりさらに動作能⼒が低下しており、介護なしには⽇常⽣活を営むことがほぼ不可能な状態

■ 要⽀援状態⼜は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
⾃⽴

（⾮該当）
歩⾏や起き上がりなどの⽇常⽣活上の基本的動作を⾃分で⾏うことが可能であり、かつ、
薬の内服、電話の利⽤などの⼿段的⽇常⽣活動作を⾏う能⼒もある状態

要⽀援状態
⽇常⽣活上の基本的動作については、ほぼ⾃分で⾏うことが可能であるが、⽇常⽣活動作
の介助や現在の状態の防⽌により要介護状態となることの予防に資するよう⼿段的⽇常⽣
活動作について何らかの⽀援を要する状態

要介護状態 ⽇常⽣活上の基本的動作についても、⾃分で⾏うことが困難であり、何らかの介護を要す
る状態
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2 要介護認定の流れ
○介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査
及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果（一次判定）と主治医の意見書等に基づき審
査判定を行う。

要介護認定のしくみ
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2 要介護認定はどのように行われるか
要介護認定のしくみ
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2 要介護認定はどのように行われるか
要介護認定のしくみ
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2 要介護認定はどのように行われるか
要介護認定のしくみ
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2 要介護認定はどのように行われるか
要介護認定のしくみ
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介護認定審査会とは
介護認定審査会とは、市町村の附属機関として設置され、要介護者等

の保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体です。
複数の市町村が共同で設置することも可能です。

委員は市町村⻑が任命する⾮常勤の特別職の地⽅公務員であり、任期
は2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定めることができます。
再任も可能です。委員には守秘義務が課せられます。

介護認定審査会委員の構成や議決⽅法は、以下のようになっています。

1. 委員の互選により⻑をおく。
2. 委員の定数は5⼈を標準として、市町村が条令で定める数とする。
3. 委員の過半数が出席しなければ、審議の開催や議決はできない。
4. 議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は⻑が
決する
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介護認定審査会の役割
介護認定審査会とは、認定審査委員会のメンバーが話し合って審査を

⾏います。

認定審査委員会のメンバーは、医療として医師や⻭科医師・薬剤師、
保健として看護師や保健師・⻭科衛⽣⼠、福祉として介護福祉⼠や社会
福祉⼠・介護⽀援専⾨員などの実務経験者が、市町村や関係団体からの
推薦によって市町村⻑から任命されます。

認定審査委員会が、認定調査に基づいた全国共通のコンピュータによ
る「⼀次判定結果」と「主治医意⾒書」をもとに申請者の要介護度を公
平かつ公正に審査・判定します。
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要介護認定のしくみ

介護認定審査会の⼿順とポイント

! 基本調査と特記事項と審査会の関係

! 介護認定審査会における審査判定⼿順

• 動画を⾒ながら擬似体験する。
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◆ 基本調査と特記事項と審査会の関係 ◆



24

総合的に判断し、一次判定を修正・確定し、
必要に応じて一時判定の変更を行うことができる

唯一の「意思決定」の場

◆ 介護認定審査会の役割

• 通常の例と比べて、より長い（短い）時間を介護に
要していないか。

• 実際に、行われている介助が不適切ではないか。
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第⼆号被保険者の特定疾病に関する確認

STEP1 ⼀次判定の修正・確定

STEP2 介護の⼿間にかかる審査

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定

STEP3 介護認定審査会として付する意⾒

◆ 介護認定審査会における審査判定手順 ◆
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選択肢１であっても、特記事項は必要。
警告コードを確認する。
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第⼆号被保険者の特定疾病に関する確認

STEP1 ⼀次判定の修正・確定

STEP2 介護の⼿間にかかる審査

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定

STEP3 介護認定審査会として付する意⾒

◆ 介護認定審査会における審査判定手順 ◆
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65

動画

STEP１
一次判定の修正・確定





68

第⼆号被保険者の特定疾病に関する確認

STEP1 ⼀次判定の修正・確定

STEP2 介護の⼿間にかかる審査

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定

STEP3 介護認定審査会として付する意⾒

◆ 介護認定審査会における審査判定手順 ◆
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動画

STEP２
介護の手間にかかる審査判定
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第⼆号被保険者の特定疾病に関する確認

STEP1 ⼀次判定の修正・確定

STEP2 介護の⼿間にかかる審査

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定

STEP3 介護認定審査会として付する意⾒

◆ 介護認定審査会における審査判定手順 ◆



85













98

動画

状態の維持・改善可能性
にかかる審査判定
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第⼆号被保険者の特定疾病に関する確認

STEP1 ⼀次判定の修正・確定

STEP2 介護の⼿間にかかる審査

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定

STEP3 介護認定審査会として付する意⾒

◆ 介護認定審査会における審査判定手順 ◆
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お疲れさまでした



参考資料
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https://www.mhlw.go.jp/content/000819417.pdf 118

https://www.mhlw.go.jp/content/000819417.pdf


http://www.nintei.net/2_0r2ks.html

【参考資料】
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